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　「あいつはなんて使えない部下なんだ」「あの上司は私の気持ちがわかっていな
い」。どの会社でも似た境遇に悩む人は大勢います。部下に仕事を依頼しても、要領
の悪さに結局は自分でやってしまったり、上司から引き継いだ仕事を、良かれと
思って方法を変えてしまい怒られたりと、職場の悩みのほとんどが人間関係と
いっても過言ではないでしょう。
　臨床の現場で働く人には「他人の気持ちは理解できない」という考えを持つ人も
います。これは、人の気持ちを考えずに行動するのではなく、他人の気持ちを深く
理解するための心構えだということです。
　相手がどう思っているのか分からないからこそ、相手に寄り添い、相手の立場で
物事を考えます。簡単に「気持ちは分かる」と相手の心情を決めつけてしまうと、相
手との心の距離が開くばかりではなく、溝を作ることになりかねません。
　仕事を依頼した上司は「これくらいの作業なら問題なくできるだろう」という決
めつけをしています。気持ちを理解してほしい部下は「上司なら私の気持ちを理解
してくれるはずだ」という固定観念を持っているのです。それらを裏切られたと
き、人は苛立ちを感じてしまいます。
　仕事の話だけではなく、日常も同じことです。リモコンでテレビをつけようとボ
タンを押したけど画面は暗いままのとき、故障しているとリモコンをたたいた経
験を持つ人は少なくないでしょう。ボタンを押せばテレビがつくという「決めつ
け」です。少し考えてみれば電池が切れているだけという真実にたどり着きます。
　通勤の途中、いつも買う自動販売機のコーヒーが売り切れていたとき、機械に向
かって舌打ちをする人もいるでしょう。いつも売っているのだから今日もあると
いう「固定観念」が裏切られて腹を立てるのです。
　『般若心経』というお経の中に「無罣礙故無有恐怖」という一説があります。書き
下すと「罣礙無きが故に恐怖有ること無し」です。「罣礙」とは網や覆いのことであ
り、悟りへの妨げになるもの、悟りを覆い隠すものという意味をなして
います。
　固定観念や決めつけは「罣礙」に他なりません。「こうあるはずだ、そ
うであるべきだ」と決めつけて考えてしまうと、裏切られたときに苛立
ちを覚えます。般若心経はそれを恐怖としました。
　些細な日常から人の気持ちまで、決めつけることなく柔軟に考える
ことで、余計な苛立ちを避けることができるのです。

　仮責任役員と仮代表役員は，前に述べた代務者と同様に，責任役員及び代表役員に代わってその職務を行う者です。

田中 宥弘プロフィール

＜仮（代表・責任）役員とは＞　

　代務者は，責任役員や代表役員が長期の病気になったり，死亡あるいは行方不明になったりして欠けた場合や，何らかの
事情で３カ月以上その職務を果たすことができなくなった場合などの，いわば緊急な場合臨時におかれる機関です（宗教法
人法第２０条）。
　これに対して仮責任役員と仮代表役員は次のような場合に置かれます。つまり代表役員と責任役員は，宗教法人の役員と
してその管理運営には法人の目的と利益に沿った運営責任と注意をもってあたることが求められています。ところが場合
によっては，役員の個人的な利益と宗教法人の利益がぶつかり合うことが起きます。そういう場合に宗教法人の利益に沿っ
た管理運営を維持するために，仮役員が設置されるのです。

＜代務者との違い＞　

　例えば，役員個人が宗教法人に土地を売るような場合を考えてみてください。値段１つ決めるにしても売り手と買い手の利害
は対立します。一人の役員が，売り主の立場で売り値を決め，同時に買い主の立場で宗教法人が買い取る値段を決めなければなり
ません。
　このような場合，双方の利害が対立するわけですから，宗教法人の役員は一時的に仮役員に交代してもらおうというものです。

＜設置の理由＞

　責任役員は，その責任役員と特別の利害関係がある事項については議決権をもちません（宗教法人法第２１条２項）。そう
なると議決に加わることのできる責任役員の員数が減ることになり，場合によっては事務の決定ができなくなってしまいま
す。こうした事態が生じないようにするために，仮責任役員が置かれます。

仮責任役員

　ところで仮責任役員の場合には，後に述べる仮代表役員のように，特別の利害関係が生じた場合に直ちに設置するという
ことではありません（宗教法人法第２１条２項）。通常，宗教法人の意思決定は責任役員会の議決によって行われます。その
運営が他の責任役員によって支障なく行われるならば，仮責任役員を選ぶ必要はありません。法人の活動を停滞させること
にはならないからです。

＜仮責任役員を選ぶ必要のない場合＞

　責任役員が議決権を有しない場合の特別利害関係事項とは，次回に説明する仮代表役員のところで説明する利益相反事
項を含んだ広い意味に把えられています。利益相反事項とは法人とその役員との間で利益が相反する事項のことです。
　特別の利害関係事項の中には，ある特定の責任役員の人事に関する事項，法人と責任役員との間の訴訟遂行に関する事
項，特定の責任役員が法人の職務として受ける報酬・退職金等に関する事項等が含まれるとされています。しかしこれに対
して，責任役員全員に関する懲戒処分や報酬等に関する規定を改正するような場合は，特別利害関係に当たらないとされて
います。また，「責任役員の互選で代表役員を選ぶ場合に，代表役員の候補者となった責任役員がその事項の議決に加わるこ
とは特別利害関係に当たるものではない。」とした判例があります。

＜特別利害関係とは＞

　仮責任役員は，責任役員と特別の利害関係のある事項についてその責任役員に代わって職務を行います（宗教法人法第２
１条３項）。規則に別段の定めがない限りその職務は責任役員と同一です。そして，この特別の利害関係のある事項について
の事務処理が終われば任務は終了し，そこで退任することになります。
　仮責任役員は，次回に述べる仮代表役員と同様に宗教法人の機関です。従って責任役員の代理人ではありません。

＜職務＞　

　仮責任役員の資格・選任方法・任期等については，次回に述べる仮代表役員の場合と同じです。
＜資格・任期＞　

「売り切れ」に腹を立てるとき

（たなか ゆうこう）
 千葉県船橋市正延寺副住職/真言宗豊山派総合研究院布教研究所常勤研究員。
1982年2月15日（涅槃会）生。お釈迦さまが入滅した日に生まれた。法話をはじめとし、どうすれば仏教を分かりやすく伝えられ
るのか日々、夜も寝ないで頭をかかえ、昼寝に勤しむ。写仏や御詠歌など地域密着寺院のお坊さんとして活動している。ちなみに
妹は豊山中興祖の入滅日生まれと、何かと仏教に縁が深い。
共著：『VS仏教  “ブッタの教え″は現代の悩みに勝てるのか!?』
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